
社会福祉法人豊の里 一般事業主行動計画 

 

 

 女性職員のキャリアアップや、男女を問わず職員が仕事と生活の調和を図り 働きやす

い雇用環境の整備を行うため 次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 令和４年 4 月 1 日 ～ 令和７年 3 月 31 日までの  3 年間  

 

 

２．内容 

 

＜＜次世代育成支援対策推進法＞＞ 

 

 

 

 

 

 

＜対策＞ ●令和 6 年 11 月～  男性職員の育児休業取得状況報告と、男性職員の育児

休業などについて チラシを作成する。 

     ●令和 6 年 11 月～  社内 LAN などへの掲示により周知する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

＜対策＞ ●令和４年４月～   勤務時間や休暇制度の内容を協議、検討する。 

●令和 4 年 10 月～  制度を導入する。 

●令和４年 11 月～  社内 LAN への掲示等により周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 1：男性の育児休業取得を促進する。 

 

 

目標 2：不妊治療を受けやすい環境整備のために、勤務時間や休暇制度など 

についての検討、制度の導入を行う。 

 



 

＜＜女性活躍推進法＞＞ 

 

 

 

 

＜対策＞ ●令和４年 4 月～   管理職候補の女性職員を選出する。 

●令和４年 5 月～   キャリア研修を実施する。 

●令和 4 年 6 月～   1 人以上 管理者登用する。 

 

 

  

 

 

＜対策＞ ●令和４年 8 月～   ニーズ調査をする。 

●令和４年 10 月～  在宅勤務を試行する場合の問題点や対策を検討する。 

●令和 4 年 12 月～  在宅勤務 1 人以上 実行する。 

 

 

 

 

  

目標 3：管理職候補の女性職員に キャリア研修を実施・育成し、1 人以上 

管理職へ登用する。 

目標 4：仕事と家庭の両立を支援するために、事務職以外の在宅勤務を行う職員を 

1 人以上 とする。 


